
ア　市長選挙

本　人 代理人
北 区 6 41 239 286 － 286 286 － 286
都 島 区 2 3 242 247 1 246 247 － 247
福 島 区 3 19 126 148 1 147 148 － 148
此 花 区 － － 282 282 － 282 282 － 282
中 央 区 1 2 207 210 3 207 210 － 210

西 区 － － 239 239 － 239 239 － 239
港 区 1 36 266 303 34 269 303 － 303
大 正 区 1 － 394 395 1 394 395 － 395
天 王 寺 区 － 11 289 300 8 292 300 － 300
浪 速 区 － 38 170 208 1 207 208 － 208

西 淀 川 区 3 84 277 364 128 236 364 － 364
淀 川 区 － 20 498 518 9 509 518 － 518
東 淀 川 区 2 － 605 607 2 605 607 － 607
東 成 区 － － 233 233 － 233 233 － 233
生 野 区 4 69 303 376 20 356 376 － 376

旭 区 － 1 284 285 1 284 285 － 285
城 東 区 5 78 386 469 71 398 469 － 469
鶴 見 区 2 － 297 299 － 299 299 － 299
阿 倍 野 区 3 － 424 427 － 427 427 － 427
住 之 江 区 1 4 622 627 5 622 627 － 627

住 吉 区 1 201 537 739 149 590 739 － 739
東 住 吉 区 3 164 485 652 143 509 652 － 652
平 野 区 2 144 745 891 11 880 891 － 891
西 成 区 2 290 281 573 216 357 573 － 573

計 42 1,205 8,431 9,678 804 8,874 9,678 － 9,678

交付を拒絶
したもの

計

（8）  不在者投票用紙等の請求数及び交付数

区 名
投票用紙等の請求 交　　　　　付

直　接
郵便等 計 直　接

法第49条第1項該当者(一般の不在者投票）

郵便等 合　計



北 区 8 10 18 18 － 18 北 区 － －
都 島 区 － 17 17 17 － 17 都 島 区 － －
福 島 区 3 3 6 6 － 6 福 島 区 － －
此 花 区 － 10 10 10 － 10 此 花 区 － －
中 央 区 － 8 8 8 － 8 中 央 区 － －

西 区 1 3 4 4 － 4 西 区 － －
港 区 － 5 5 5 － 5 港 区 － －
大 正 区 － 8 8 8 － 8 大 正 区 － －
天 王 寺 区 2 2 4 4 － 4 天 王 寺 区 － －
浪 速 区 － 3 3 3 － 3 浪 速 区 － －

西 淀 川 区 22 8 30 30 － 30 西 淀 川 区 － －
淀 川 区 5 15 20 20 － 20 淀 川 区 － －
東 淀 川 区 － 23 23 23 － 23 東 淀 川 区 － －
東 成 区 － 6 6 6 － 6 東 成 区 － －
生 野 区 6 9 15 15 － 15 生 野 区 － －

旭 区 － 21 21 21 － 21 旭 区 － －
城 東 区 8 11 19 19 － 19 城 東 区 － －
鶴 見 区 － 13 13 13 － 13 鶴 見 区 － －
阿 倍 野 区 6 16 22 22 － 22 阿 倍 野 区 － －
住 之 江 区 1 22 23 23 － 23 住 之 江 区 － －

住 吉 区 9 8 17 17 － 17 住 吉 区 － －
東 住 吉 区 － 14 14 14 － 14 東 住 吉 区 － －
平 野 区 4 23 27 27 － 27 平 野 区 － －
西 成 区 3 7 10 10 － 10 西 成 区 － －

計 78 265 343 343 － 343 計 － －

請 求交付を拒絶
したもの

交 付区 名
計

法第49条第4項該当者(国外不在者投票）

計
交付したもの
(郵便等)

交　　付投票用紙等の請求

直　接
区 名

郵便等

法第49条第2項該当者(郵便等による不在者投票）



本　人 代理人
北 区 14 41 249 304 － 304 304 － 304
都 島 区 2 3 259 264 1 263 264 － 264
福 島 区 5 20 129 154 1 153 154 － 154
此 花 区 － － 292 292 － 292 292 － 292
中 央 区 1 2 215 218 3 215 218 － 218

西 区 － 1 242 243 － 243 243 － 243
港 区 1 36 271 308 34 274 308 － 308
大 正 区 1 － 402 403 1 402 403 － 403
天 王 寺 区 2 11 291 304 8 296 304 － 304
浪 速 区 － 38 173 211 1 210 211 － 211

西 淀 川 区 20 89 285 394 128 266 394 － 394
淀 川 区 － 25 513 538 9 529 538 － 538
東 淀 川 区 2 － 628 630 2 628 630 － 630
東 成 区 － － 239 239 － 239 239 － 239
生 野 区 10 69 312 391 20 371 391 － 391

旭 区 － 1 305 306 1 305 306 － 306
城 東 区 13 78 397 488 71 417 488 － 488
鶴 見 区 2 － 310 312 － 312 312 － 312
阿 倍 野 区 9 － 440 449 － 449 449 － 449
住 之 江 区 1 5 644 650 5 645 650 － 650

住 吉 区 1 210 545 756 149 607 756 － 756
東 住 吉 区 3 164 499 666 143 523 666 － 666
平 野 区 6 144 768 918 11 907 918 － 918
西 成 区 5 290 288 583 216 367 583 － 583

計 98 1,227 8,696 10,021 804 9,217 10,021 － 10,021

直　接 郵便等 計 合　計
交付を拒絶
したもの

投票用紙等の請求 交　　　　　付

合　　　　　　計

区 名 直　接
郵便等 計



イ　知事選挙

本　人 代理人
北 区 6 41 244 291 － 291 291 － 291
都 島 区 2 3 244 249 1 248 249 － 249
福 島 区 3 19 129 151 1 150 151 － 151
此 花 区 － － 282 282 － 282 282 － 282
中 央 区 1 2 206 209 3 206 209 － 209

西 区 － － 243 243 － 243 243 － 243
港 区 1 35 270 306 33 273 306 － 306
大 正 区 1 1 395 397 1 396 397 － 397
天 王 寺 区 － 11 294 305 8 297 305 － 305
浪 速 区 － 38 173 211 1 210 211 － 211

西 淀 川 区 3 83 279 365 128 237 365 － 365
淀 川 区 － 20 507 527 9 518 527 － 527
東 淀 川 区 2 － 606 608 2 606 608 － 608
東 成 区 － － 235 235 － 235 235 － 235
生 野 区 4 69 305 378 20 358 378 － 378

旭 区 － 1 285 286 1 285 286 － 286
城 東 区 4 78 388 470 71 399 470 － 470
鶴 見 区 2 － 300 302 － 302 302 － 302
阿 倍 野 区 2 － 425 427 － 427 427 － 427
住 之 江 区 1 4 627 632 5 627 632 － 632

住 吉 区 1 199 541 741 147 594 741 － 741
東 住 吉 区 1 166 483 650 145 505 650 － 650
平 野 区 1 145 752 898 11 887 898 － 898
西 成 区 1 285 286 572 213 359 572 － 572

計 36 1,200 8,499 9,735 800 8,935 9,735 － 9,735

区 名
投票用紙等の請求 交　　　　　付

直　接
郵便等 計 直　接 合　計

法第49条第1項該当者(一般の不在者投票）

郵便等
交付を拒絶
したもの

計



北 区 8 10 18 18 － 18 北 区 － －
都 島 区 － 17 17 17 － 17 都 島 区 － －
福 島 区 3 3 6 6 － 6 福 島 区 － －
此 花 区 － 10 10 10 － 10 此 花 区 － －
中 央 区 － 8 8 8 － 8 中 央 区 － －

西 区 1 3 4 4 － 4 西 区 － －
港 区 － 5 5 5 － 5 港 区 － －
大 正 区 － 8 8 8 － 8 大 正 区 － －
天 王 寺 区 2 2 4 4 － 4 天 王 寺 区 － －
浪 速 区 － 3 3 3 － 3 浪 速 区 － －

西 淀 川 区 22 8 30 30 － 30 西 淀 川 区 － －
淀 川 区 5 15 20 20 － 20 淀 川 区 － －
東 淀 川 区 － 23 23 23 － 23 東 淀 川 区 － －
東 成 区 － 6 6 6 － 6 東 成 区 － －
生 野 区 6 9 15 15 － 15 生 野 区 － －

旭 区 － 21 21 21 － 21 旭 区 － －
城 東 区 8 11 19 19 － 19 城 東 区 － －
鶴 見 区 － 13 13 13 － 13 鶴 見 区 － －
阿 倍 野 区 6 16 22 22 － 22 阿 倍 野 区 － －
住 之 江 区 1 22 23 23 － 23 住 之 江 区 － －

住 吉 区 9 8 17 17 － 17 住 吉 区 － －
東 住 吉 区 － 14 14 14 － 14 東 住 吉 区 － －
平 野 区 4 23 27 27 － 27 平 野 区 － －
西 成 区 3 7 10 10 － 10 西 成 区 － －

計 78 265 343 343 － 343 計 － －

投票用紙等の請求

直　接 計
区 名

郵便等

法第49条第2項該当者(郵便等による不在者投票）

区 名 請 求交付を拒絶
したもの

交 付

法第49条第4項該当者(国外不在者投票）

計
交付したもの
(郵便等)

交　　付



本　人 代理人
北 区 14 41 254 309 － 309 309 － 309
都 島 区 2 3 261 266 1 265 266 － 266
福 島 区 5 20 132 157 1 156 157 － 157
此 花 区 － － 292 292 － 292 292 － 292
中 央 区 1 2 214 217 3 214 217 － 217

西 区 － 1 246 247 － 247 247 － 247
港 区 1 35 275 311 33 278 311 － 311
大 正 区 1 1 403 405 1 404 405 － 405
天 王 寺 区 2 11 296 309 8 301 309 － 309
浪 速 区 － 38 176 214 1 213 214 － 214

西 淀 川 区 20 88 287 395 128 267 395 － 395
淀 川 区 － 25 522 547 9 538 547 － 547
東 淀 川 区 2 － 629 631 2 629 631 － 631
東 成 区 － － 241 241 － 241 241 － 241
生 野 区 10 69 314 393 20 373 393 － 393

旭 区 － 1 306 307 1 306 307 － 307
城 東 区 12 78 399 489 71 418 489 － 489
鶴 見 区 2 － 313 315 － 315 315 － 315
阿 倍 野 区 8 － 441 449 － 449 449 － 449
住 之 江 区 1 5 649 655 5 650 655 － 655

住 吉 区 1 208 549 758 147 611 758 － 758
東 住 吉 区 1 166 497 664 145 519 664 － 664
平 野 区 5 145 775 925 11 914 925 － 925
西 成 区 4 285 293 582 213 369 582 － 582

計 92 1,222 8,764 10,078 800 9,278 10,078 － 10,078

区 名
投票用紙等の請求 交　　　　　付

直　接
郵便等 計 直　接 郵便等 計

交付を拒絶
したもの

合　計

合　　　　　　計


